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第三者委員　奥谷　正実　様
第三者委員　小谷　三好　様 　　　苦情解決責任者

　　　　南山田みどり保育園

　　　　　　園長　林　久美子

　　　　　◎27年度の利用者の方からの苦情は2件でした。
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２７年度の保育最終日の19時頃、３才クラ
スの保護者様より園長あてに電話があり、
「子どもがよく、おもちゃとかお菓子とかを
持って帰ってきます。初めは折り紙で作っ
た手裏剣とかだったので、「いいかな。」と
思っていましたが、近頃は、妖怪ウオッチ
のメダルとか、今日は、キャンディを持って
帰ってきました。食べてなかったから、よ
かったけれど、危ないですよね。」とお叱り
を受けました。「いつごろからですか？」と
お聞きしたところ、「前からありましたが、こ
こ２、３ケ月増えてきました。」とおっしゃっ
ていました。

園長が、「わかりました。すぐに調べます。
教えていただいてありがとうございまし
た。」とお伝えして電話をきりました。担任
がまだいたので、すぐに確認した所、「３月
になって１度、同じ保護者様から、「こんな
おもちゃを持って帰ってきました。」と報告
され、クラスの園児全体に「保育園におも
ちゃを持ってきてはいけない。」と話をし、
保護者の皆様にもクラスノートで「不要な
おもちゃなどは園に持って来ないでくださ
い。」とお知らせした所です。」という事で、
このような事が何度かあったことを確認し
ました。保育士全員に、今回の事を伝え、
「クラスの子どもたちの間で起こっているこ
とを、もっとよく見るように。また報告をすぐ
にするように。」と再度指導し、年度替わり
であったため、28年度の担任に特に「子ど
もたちの様子に、注意しておくように。」と
伝えました。
電話をくださった保護者様には数日後の
お迎えの時に園長より、事実確認が出来
たことをお伝えし、謝罪し、新年度のクラス
でこのようなことがないようにすることをお
伝えして、ご納得いただきました。５月１４
日現在、子どもたちはきちんとお約束を守
れています。

内容 苦情解決の結果

（苦情解決責任者⇒第三者委員・相談者に報告）

苦情解決結果報告書

産後休暇中の保護者様から土曜日保育
の申込がありましたのを、母が産後、順調
に回復されて、家にいらっしゃるなら、家庭
保育をお願いしたいと思い、お断りした
為、「育児休暇に入るまでは、預かっても
らいたい。」と連絡帳に申し出がありまし
た。

吹田市保育幼稚園課に産後休暇中の土
曜日保育について確認したところ、「産後
８週は、母体が回復するまでの期間として
国が認めているので、父が仕事に行って
いるなら、母が希望される場合預からなけ
ればならない。」ということでした。18日の
連絡帳に園長よりお預かりさせていただく
旨のお返事をしたところ、ご納得いただけ
ました。


